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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　縫合糸及び少なくとも１つのアンカーの送給のための、モールドされたワンピース腹腔
鏡デリバリガイドであって、
　ヘッド部（３８００）、本体部及び先端部（３８０５）を備え、前記本体部は前記ヘッ
ド部（３８００）と前記先端部（３８０５）との間に設けられ、前記ガイドは先端部が最
初に創傷に挿入されるように配置され、前記ヘッド部は前記ガイドの中心軸から上方及び
外方へ延びる湾曲した裏面（３８４０）を有し、その結果、前記ガイドが前記創傷に挿入
されると、前記ガイドと前記創傷の側壁との間の接触が維持され、前記ガイドは少なくと
も１つの案内チャネル（８００）を備え、前記案内チャネル（８００）は縫合糸を送給す
るための入り口ポート（３８２５）及び出口ポート（３８２６）を備え、前記入口ポート
は前記ガイドのヘッド部（３８００）に規定され、前記出口ポート（３８２６）は前記ガ
イドの本体部に規定され、
　前記本体部は、
　前記湾曲した裏面（３８４０）を介して前記ヘッド部（３８００）に隣接及び結合する
第１部分（３８２０）と、
　前記第１部分（３８２０）に隣接した、前記ガイドの中心軸を挟んで対向する位置に配
置された、２つの切り欠き部分（３８３０）と、
　前記切り欠き部分（３８３０）に隣接し、前記切り欠き部分（３８３０）と前記先端部
の間に位置する前端部（３８８０）と、
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を備え、
　前記第１部分は前記ガイドの主軸にほぼ平行な表面を有し、前記少なくとも１つの案内
チャネル（８００）を有し、
　前記切り欠き部分は前記第１部分の表面の下方にアンダーカットをもたらす凹面を規定
し、
　前記前端部は前記２つの切り欠き部分の間に形成された残部の幅のうちの、最も狭い幅
より大きい直径を有し、その結果、前記ガイドが前記創傷内に置かれると、筋膜層が前記
切り欠き部分で緊張緩和し、前記ガイドと前記創傷との間の咬合をもたらして、前記縫合
糸及びアンカーの位置付けを操作可能に向上し、前記出口ポート（３８２６）は前記第１
部分の端縁に近接し、前記第１部分（３８２０）より下の切り欠き部分（３８３０）に規
定される、ガイド。
【請求項２】
  前記ヘッド部は、縫合糸を送給前に貯蔵するための受容部を形成する、請求項１のいず
れかに記載のガイド。
【請求項３】
　前記ガイドの使用前に前記受容部を覆うカバーを備える、請求項２記載のガイド。
【請求項４】
　前記前端部は人の指に似た大きさで、１～２ｃｍの直径を有する、請求項１～３のいず
れかに記載のガイド。
【請求項５】
　ユーザが前記ガイドの第１の側から前記ガイドの第２の側へガイドを見通すことを可能
にする窓（３８１０）を備える、請求項１～４のいずれかに記載のガイド。
【請求項６】
　前記本体部を透明又は半透明材料で形成することによって前記ガイドの第１の側から前
記ガイドの第２の側へガイドを見通すことを可能にする窓（３８１０）を形成する、請求
項５記載のガイド。
【請求項７】
　透明ガイドである、請求項１～６のいずれかに記載のガイド。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれかに記載のガイドと、ドライバとを備える腹腔鏡システムであっ
て、前記ドライバは縫合糸及びアンカーと協働し、前記案内チャネルを通して該縫合糸及
びアンカーを送給するように構成されている、腹腔鏡システム。
【請求項９】
　前記ガイドは、前記ガイドとともに使用するドライバの長さより大きな長さを有し、前
記ドライバが腹腔内に前記ガイドの長さより大きな深さまで挿入されるのを操作可能に防
止する止め手段を構成する、請求項８記載のシステム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は縫合糸デリバリシステムに関する。一形態では、本発明は、腹腔鏡手術で有効
に使用されるアンカーシステムの配置を操作可能にもたらす縫合糸デリバリシステムに関
する。別の形態では、本発明は、腹腔鏡手術手技で有効に使用される閉鎖（縫合）システ
ムを操作可能にもたらす縫合糸デリバリシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　腹腔鏡手術において、例えばトロカール創傷の縫合と関連して時々困難がある。特に、
良好で適切なポート部位閉鎖を保証するためには縫合糸を貫通させなければならない筋膜
層を見つけ出すのが困難である。
【０００３】
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　深いポート部位の場合、例えば肥満体患者の場合、外科医が深い筋膜層まで接近して縫
合糸をそこに確実に固定することがしばしばより困難になる。場合によっては、内部筋膜
層に縫合糸を確実に固定するために創傷を切り開く必要があり得る。
【０００４】
　不適切な閉鎖の結果は重大である。例えば、患者はおそかれはやかれヘルニア、腸管狭
窄及び／又は開口部からの出血にみまわれる。これらの事態のすべては様々な病的状態と
関連し、重大な未検出の腸管狭窄においては死亡することもある。ポート部位ヘルニアの
発生率は正規母集団に対して３％に上り、肥満体集団に対してはその２倍に上ることが広
く報告されている。
【０００５】
　従って、トロカールポート部位を閉鎖する現在の方法には、特に肥満体患者に対して解
決しなければならないいくつかの問題がある。
【０００６】
　更に、腹腔鏡手術ポート、特にハッソン型ポートに対して腹腔鏡手術器具を係止又は固
定するのが難しい。縫合糸の滞在はハッソントロカールのオリーブ（olive、アンカー）
の固定中の処理が難しく、トロカールの除去又は調整時に絡まり得る。これらの問題も外
科医の効率的なワークフローを保証するために解決しなければならない。
【０００７】
　縫合糸を創傷部位にデリバリする必要がある非腹腔鏡手術手技においてもこれらの及び
他の問題がある。
【発明の概要】
【０００８】
　これらの及び他の問題は本発明の教示によって解決される。本発明の教示によれば、腹
腔鏡外科手術後にポート部位閉鎖を可能にするために縫合糸及びアンカーを送給する縫合
糸デリバリシステムが提供される。一形態では、縫合糸デリバリシステムは外科手術中に
アンカー目的に使用される。
【０００９】
　本発明のこれらの及び他の特徴は添付の図面を参照すると更に良く理解される。これら
の図面は本発明の理解を助けるために用意され、何ら限定を意図するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１Ａ～図１Ｄは本発明の教示に従って提供されるアンカーの例を示す。
【図２】図２Ａ～図２Ｈは本発明の教示に従って提供されるアンカーの例を示す。
【図３】図３Ａ及び図３Ｂは本発明の教示によるアンカー及び協働ドライバの例を示す。
【図４】ドライバ及びアンカーの組合せの別の例である。
【図５】ドライバ及びアンカーの組合せの別の例である。
【図６】アンカー及びドライバとともに使用し得るガイドの一例である。
【図７】アンカー及びドライバとともに使用し得るガイドの別の例である。
【図８】図８Ａは図７のガイドの別の図であり、図８Ｂは図８Ａの教示によるガイドの一
例の断面を示し、図８Ｃは図８Ａの教示によるガイドの一例の断面を示し、図８Ｄは別の
ガイドの一例の断面を示す。
【図９】本発明の教示に従う臓器を移動させるためのアンカーの使用方法の一例を示す。
【図１０】本発明の教示に従って臓器を移動させるためのアンカーの使用方法の一例を示
す。
【図１１】本発明の教示に従って図９又は図１０のアンカーとともに使用し得る組織把持
器の一例を示す。
【図１２】図１２Ａ～図１２Ｅは、図８につき記載したガイドの他の形態とともに使用し
得るアンカー／ドライバの組合せの例を示す。
【図１３】複数のアンカーを順次にデリバリすることができる構成を示す。
【図１４】図１４Ａ～図１４Ｅは、本発明の教示に従う縫合糸ガイドの一例を示すととも
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に、一組のアンカーをデリバリするためにこのようなガイドをどのように使用すればよい
か、その方法を示す。
【図１５】図１５Ａは、本発明の教示に従って提供される縫合糸ガイドの一例の側面図を
示し、図１５Ｂは同ガイドの断面図を示し、図１５Ｃは同ガイドの等角投影図を示す。
【図１６】図１６Ａは、本発明の教示に従って提供される縫合糸ガイドの側面図を示し、
図１６Ｂは同ガイドの断面図を示し、図１６Ｃは同ガイドの等角投影図を示す。
【図１７】図１７Ａは、本発明の教示に従って提供されるガイドロッドの側面図を示し、
図１７Ｂは同ガイドロッドの断面図を示し、図１７Ｃは同ガイドロッドの別の断面図を示
す。
【図１８】図１８Ａは、本発明の教示に従って提供される縫合糸ガイドの側面図を示し、
図１８Ｂは、同ガイドロッドの等角投影図を示す。
【図１９】図１９Ａは、本発明の教示に従って提供される縫合糸ガイドの側面図を示し、
図１９Ｂは、同ガイドロッドの等角投影図を示す。
【図２０】図２０Ａは、本発明の教示に従って提供される不活性化状態のガイドロッドの
側面図を示し、図２０Ｂは、同ガイドロッドの断面図を示し、図２０Ｃは、活性化状態の
同ガイドロッドの側面図を示し、図２０Ｄは、同ガイドロッドの断面図を示す。
【図２１】図２１Ａは、本発明の教示に従って提供される不活性化状態のガイドロッドの
側面図を示し、図２１Ｂは、不活性化状態の同ガイドロッドの断面図を示し、図２１Ｃは
、活性化状態の同ガイドロッドの側面図を示す。
【図２２】図２２Ａは、本発明の教示に従って提供される不活性化状態のガイドロッドの
側面図を示し、図２２Ｂは、不活性化状態の同ガイドロッドの断面図を示し、図２２Ｃは
、活性化状態の同ガイドロッドの側面図を示す。
【図２３】図２３Ａは、本発明の教示に従って提供される、ガイドロッドより上に位置す
る共働可能なガイドを備えたガイドロッドの等角投影図を示し、図２３Ｂ及び図２３Ｃは
、ガイドロッドに沿って様々な位置をとる共働可能なガイドを示し、図２３Ｄは、本発明
の教示に従って提供される、ガイドロッドより上に位置する共働可能なガイドを備えたガ
イドロッドの等角投影図を示す。
【図２４】図２４Ａ及び図２４Ｂは、本発明の教示に従って提供される、ガイドロッドに
沿って様々な位置をとる共働可能なガイドを備えた他のガイドロッドを等角投影図で示し
、図２４Ｃはその側面図で示す。
【図２５】図２５Ａ及び図２５Ｂは、本発明の教示に従って提供される、ガイドロッドに
沿って様々な位置をとる共働可能なガイドを備えたガイドロッドを等角投影図で示す。
【図２６】図２６Ａは本発明の教示に従って提供される縫合糸ガイドの側面図を示し、図
２６Ｂは同ガイドの断面図を示し、図２６Ｃは同ガイドの等角投影図を示す。
【図２７】図２７Ａは本発明の教示に従って提供される縫合糸ガイドの側面図を示し、図
２７Ｂは同ガイドの断面図を示し、図２７Ｃは同ガイドの等角投影図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の教示は、本発明の理解を助けるために提供される、何ら限定を意図しない代表
的な実施形態を参照して以下に詳細に説明される。本発明は、添付の請求の範囲の記載に
照らして必要と思われる範囲に限定される精神又は範囲から逸脱することなく、以下に記
載する代表的な構成に変更を加えることができる。
【００１２】
　本発明の教示の範囲内において、縫合糸デリバリシステムは患者の腹腔内への縫合糸の
送給を有利に可能にする。腹腔及び腹壁の詳細に関する以下の検討は限定として解釈して
はならず、本発明により提供されるシステムは他のタイプの組織、例えば、限定されない
が臓器、骨などに対しても使用できる。本発明による縫合糸デリバリシステムは、腹腔鏡
手術機器の固定、外科医の手術部位へのアクセスのための内部臓器の移動の支援、外科手
術の終了後の創傷の閉鎖のために使用することができる。後者の場合には、縫合糸はアン
カーに結合され、縫合糸は腹壁を貫通され、アンカーによって腹壁内に保持され、腹腔内
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に配置されたままにされるので、その後の縫合糸の締め付けによって腹腔の切開部又は裂
け目の両側部を接合して創傷を閉じることができる。このような技術の採用は、アンカー
がその最終的な分解前の治癒過程中に腹腔内にととまるので、有利には生体吸収性アンカ
ーの使用を必要とする。
【００１３】
　他の実施形態では、アンカーを強磁性材料製とし、磁石がトロカールを下方へ通過し得
るようにし、アンカーが磁石に吸着されるようにして、アンカーをトロカールを通して引
き出すことができるようにする。このアプローチの利点は直接可視化を必要としないこと
にある。しかしながら、アンカーは縫合糸をループに結ぶ前に除去する必要がある。代わ
りに、アンカー自体を磁石とし、強磁性ピックアップ装置をトロカールに通してアンカー
をピックアップすることもできる。
【００１４】
　本発明の教示の一態様によれば、アンカーは縫合糸に結合される。その後アンカーはド
ライバツールとの協働動作によって手術部位へ送給することができる。ドライバはアンカ
ーと係合し、その後アンカー及びその関連縫合糸を腹腔まで送給するために使用される。
その後、縫合糸を引っ張ることによってアンカーを腹壁の内側部分に対して引っ張ること
ができ、このときアンカーが係止機能をもたらす。アンカーの送達をもたらすために、本
発明の教示は、一実施形態において、送達中にアンカーがニードルドライバを中心として
回転するのを最低限に抑える機能をアンカー又はドライバのいずれか一方に有効にもたら
す。このような回転を阻止し得る一つの構成は、アンカーの外形を楕円形にし、それをド
ライバの平面と係合することによって得られる。非回転機能を達成するために様々な形状
を利用することができ、記載した例に限定されないことは理解されよう。このような非回
転機能はドライバの傾斜切断面を所定の方向に向ける必要がある用途に有効に利用するこ
とができる。
【００１５】
　上記のドライバは本出願人の同時継続出願である米国特許出願第１３／９７５，５９９
号に記載されているようなニードル案内チャネルと組み合わせて使用することができる。
これに記載されているように、使用中、ドライバがニードル入口ポートに挿入されるとき
、ドライバはチャネル内に位置するアンカーと当接するときまでチャネル内を移動する。
その後ドライバは、アンカーが腹腔内まで延びる出口ポートを通って出るまで、アンカー
をチャネルの中を推し進める。
【００１６】
　この構成では、ドライバは弓状のニードルチャネルを通過できるように少なくとも部分
的に柔軟性にするのが望ましい。
【００１７】
　図１は本発明で使用し得るアンカー１８００の一例を示す。これらのアンカーは手術後
体内に放置できるように生体吸収性材料製とするのが望ましい。模範的な構成の各々にお
いて、アンカーはアンカーの対向する両端にヘッド部１８１０と縫合糸結合部１８２０を
備える。２つ以上の返し（barb）１８３０も設けられる。返しは少なくとも部分的に柔軟
性で、力が加えられなければヘッド部１８１０から外側に広がるように方向付けられてい
る。ニードルチャネル又は腹壁中を通り抜けるとき、返し１８３０はヘッド部１８１０か
ら縫合糸結合部１８２０へ延びるアンカーの主長軸にほぼ平行になるよう内側に移動され
る。このように、アンカーの断面積はニードル案内チャネル中を通過するとき小さくなる
が、チャネルから出ると返しは外側に広がる。縫合糸の引っ張り時に、返しは腹壁に係止
するように働き、オリーブ（アンカー）を腹壁に固定する。
【００１８】
　ヘッド部１８１０は半球先端を有するものを示すが、これに限定されず、ヘッド部は多
くのニードル先端形状のいずれかを特徴とすることができる。
【００１９】
　上で詳述したように、本発明の態様によれば、縫合糸／アンカーアセンブリは生体吸収
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性アンカーに結合された一定長の生体吸収性縫合糸からなるものとすることができ、例え
ば一定長の生体吸収性チューブの形で構成することができ、一実施形態ではアセンブリは
Ｔ字形に構成することができる。縫合糸は、例えばＰＧＡなどの生体吸収性ポリマからな
る編み縫合糸とすることができる。腹膜層閉鎖に対してはＵＳＰサイズ０の縫合糸が好ま
しい。この材料は、縫合糸が２週間後にその強度の約５０％を維持する用途に理想的に適
している。しかしながら、縫合糸材料は特定の用途の強度又は質量損失要件に応じて変え
ることができることは認識されよう。
【００２０】
　図１の構成では、アンカーはドライバ（図示せず）を用いて配置することができる。こ
のような配置方法では、ドライバは典型的には縫合糸結合部１８２０と係合又は結合する
。一つの形態では、ドライバは縫合糸結合部１８２０を受け入れ得る中空ドライブ先端部
を備え、縫合糸結合部は中空先端部に少なくとも部分的に受け入れる。この形態では、ア
ンカーとドライバとの結合は一体化されたアンカーデリバリツールを提供し、この場合に
は、ドライバで力を加えたときアンカーのヘッド部１８１０を腹壁に突き通すために使用
することができる。送達中は、返しは、倒れた状態でドライバの外表面に沿って整列する
。
【００２１】
　このような形態では、縫合糸１３５０はドライバ内部を通すことができ、ドライバの本
体は実質的に中空にする必要がある。別の形態では、縫合糸はドライバの外表面に沿って
通すことができる。
【００２２】
　図１のアンカーはアンカーの一端で縫合糸１３５０から吊り下げられるため、縫合糸か
ら垂直にぶら下がる。別の形態では、縫合糸はアンカーが縫合糸から横方向に又は水平に
延在するようにアンカーに結合される。このような構成はＴバー構成を効果的にもたらし
、縫合糸はＴの本体部分を形成し、アンカーは本体に結合された水平部分を形成する。こ
のような構成の例は図２を参照して説明される。
【００２３】
　このような構成は、結び目を安全に維持できる利点を有する網縫合糸を用いて実施する
ことができ、図２Ａ及び２Ｂに示す構成方法に適している。ここで、アンカー２１０３は
短い長さのＰＧＬＡ管で形成され、その側壁に開けられた孔１０２を有する。縫合糸２１
０１はこの孔に通され、二重結び（double overhand knot）のような収縮結び（constric
tor knot）で結ばれる。その結び目（結び目）はその後管の内腔に引き戻され、その結び
目は大きすぎるため側壁の孔２１０２を通り抜けられない。本実施形態では二重結びが使
用されるが、この開示は使用する結び方を限定することを意図するものではないことは認
識されよう。更に、網縫合糸は、モノフィラメント（単糸）のようにスプールに固く巻き
つけられたときにセットされる形を取る傾向はなく、縫合糸がスプールに巻きつけられて
いることを必要とする器具に対する好ましいオプションとなる。
【００２４】
　アンカーが腹壁を通して送達されない用途においては、モノフィラメント縫合糸を使用
することができる。ポリジオキサノン（ＰＤＳ）及びポリ（グリコリド－コ－カプロラク
トン）（ポリグレカプロン２５）がこのような材料の例である。モノフィラメント縫合糸
の欠点は、同等のサイズの網縫合糸と比較して結び目強度が弱いことである。モノフィラ
メント縫合糸を使用するアセンブリは大きな直径の縫合糸を含めることができ、またアン
カーがステンレススチールオプションである場合にはアンカーにクリンプすることができ
る。縫合糸が生体吸収性アンカーに結合される場合、両構成要素を熱溶着するオプション
、又は縫合糸をアンカーの細い孔に通し、縫合糸が孔から戻らないように縫合糸の先端を
熱形成するオプションがある。別のオプションとして、縫合糸自体がアンカーとして作用
するように縫合糸に多数の返しを設けることができる。このような縫合糸の一例は後に記
載される。
【００２５】
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　この形態のアンカーは押し出し成形管からなる。側壁の孔は縫合糸の直径に適した大き
さであり、押し出し長さの中心に配置される。代表的な構成の管材料はポリ（Ｌ－ラクチ
ド－コ－グリコリド）ＰＬＧＡであるが、以下の材料ポリ（Ｌ－ラクチド－コ－グリコリ
ド）ＰＬＧＡ、ポリ乳酸（ＰＬＡ）、ポリコリド（ＰＧＡ）、ポリジオキサノン（ＰＤＳ
）、ポリカプロラクトン（ＰＣＬ）の任意の比率で形成することもできる。一つの使用例
では、縫合糸及びアンカーは高速分解性ポリマで構成することができる。別の実施形態で
は、縫合糸及びアンカーは低速分解性ポリマで構成することができる。別の変形例では、
アンカーは分解プロファイルを変化させるためにポリ乳酸（ＰＬＡ）又はポリカプロラク
トン（ＰＣＬ）又はこれらのポリマのコポリマブレンドの追加のコーティングを有するも
のとし得る。別の例では、アンカーのポリマコンパウンドの結晶化度を加熱及び冷却処理
によって変化させてアンカーの機械的特性を変化させることができる。
【００２６】
　図２は本発明に従って配置し得るアンカーの様々な例を示す。図２Ａの構成では、縫合
糸１２０１はアンカー２１０３の本体の孔２１０２に通される。図２Ｂの断面図に示され
るように、その後縫合糸をアンカーに対して保持するように結び目２１０４を形成するこ
とができる。アンカー本体２１０３は、本体内の結び目の収容を可能にするのみならず、
ドライバとアンカーとの係合を可能にして腹壁を通して腹腔内へアンカーを送給できるよ
うにするために中空にするのが好ましい。前端又は前縁表面２１０５は腹壁の通過を容易
にするドライブ表面を与えるために面取りされるか、鋭く研磨される。後端又は後縁表面
２１０６はドライバ（図示せず）と係合する端とするのが望ましい。図２Ｂに示されない
が、アンカーの本体に追加の孔を設けることができ、それによって縫合糸をアンカー本体
に再導入し、アンカーの後端２１０６から外に出すことができることは認識されよう。こ
のような実施は中空ドライバと併用するのが特に便利であり、この場合には縫合糸をドラ
イバ内に直接通すことができる。これは有刺縫合糸の使用に関して特に有用であり、この
場合には配置が要求される時まで組織への棘の露出を最小にするのが望ましい。
【００２７】
　図２Ｃはアンカーの縫合糸への固定を容易にする代替結合構成を示す。この構成では、
縫合糸はアンカーの本体２１０７を貫通し、この貫通を容易にするために第１及び第２の
孔が設けられる。縫合糸の本体貫通後に、縫合糸はアンカーがループ内に保持されるよう
にそれ自身に結びつけることができる。第１のアンカーを第２のアンカーのために形成さ
れたループに通すことによって第１及び第２のアンカーを互いに保持することができる。
図示の実施形態では、アンカー本体は中実であるが、これは限定を意図するものではない
。
【００２８】
　図２Ｄ及び２Ｅは他の構成を示し、縫合糸２１０１はアンカー２１００の外面の周りに
結び目２１０８で結び付けられる。結び目は形成されたとき結び目テールを有する。この
テールは、結び目に張力が加えられた際に、このテールが結び目を通して引っ張られ、結
び目が開く前に、結び目が自ら収縮するように十分に長くするのが望ましい。テールの適
切な長さは使用する縫合糸の直径に関連する。縫合糸の代表的な直径は０．２５ｍｍであ
り、結び目テールは少なくとも２．５ｍｍの長さに形成される。本発明の教示によれば、
結び目テールの長さは使用する縫合糸の直径の１０～４０倍以上とするのが望ましい。
【００２９】
　この構成では、結び目はアンカーの外側本体の凹部２１０９内に置かれる。このように
すると、結び目の物理的形成は実質的にアンカーの主表面２１１０を超えて突出しない。
アンカーは本体の主軸にほぼ平行な方向に送達されること、及びアンカーが組織中を駆動
されるとき凹部が結束の横方向移動を妨げることは理解されよう。代わりに又は加えて、
アンカーは結び目とアンカーの相対運動を制限する織り目加工表面を備え得る。
【００３０】
　図２Ｆに示すように、アンカーに対する結び目２１０８の位置はアンカーの下に第２の
結び目２１１１を設けることによってより厳密に固定することができる。例えば、図２Ｇ
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に示すように、アンカーの上に第３の結び目２１１２を設けることによって更に固定を促
進することができる。別の代案として、図２Ｈの例のように、熱成形扁平部２１１４を設
けることができる。代替実施形態（図示せず）では、縫合糸の端部を熱スタンプすること
ができる。このような網材料の熱成形は縫合糸にフレア端部を形成し、これは縫合糸の端
部が結び目を通り抜けるのを防止するために有効に利用し得る。ここでは図示されない他
の実施形態では、結び目又は結び目の一部分は、例えばポリグリコリド、ポリ（ｄ－ラク
チド）、ポリ（ｌ－ラクチド）、ポリ（ｄｌ－ラクチド）、ポリカプロラクトン又はこれ
らのコポリマなどの液体生体吸収性ポリマにディップする又はそれらをコーティングする
ことができる。代わりに、縫合糸の端部をディップして靴ひもの先金具のように固い部分
を形成することができ、これは張力が縫合糸に加えられたときこの部分が結び目に引き込
まれるのを防止し、結び目の不具合を避けることができる。
【００３１】
　図２Ｄ－２Ｈは、縫合糸がアンカーにコンストリクタ結びで固定される代表的なアセン
ブリを示す。しかしながら、同様の結果を達成するために他の結び方を有効に利用するこ
とができ、その例として、ボア結び、ダブルオーバーハンド結び、ストラングル結び又は
ダブルコンストリクタ結びがある。これらは限定を意図せず、結び方は結びの安全性及び
結びのプロファイルなどの最終的な要件に基づいて選択される。
【００３２】
　図２Ｄ－２Ｅの結び目は結び目にプリテンションを与えることによって更に確実にする
ことができる。これは、縫合糸の一端を固定する結び目を形成し、他端に荷重を加えるこ
とによって達成することができる。使用する荷重は０．５ｋｇ～２ｋｇの範囲内にするこ
とができ、特に図示の実施形態の場合には１ｋｇとする。結び目の安全性は多数のファク
タ、例えば縫合糸の材料、編構造、結び方の選択又は図２Ｆ－Ｈに示すような隣接結び目
又は扁平部の存在に影響を受けるので、この加重範囲は限定を意図しない。
【００３３】
　図２の上記の例の各々において、アンカーはアンカー内部へのドライバの挿通を可能に
するためにほぼ中空である。こうして、アンカーはドライバの長手軸と同一直線上に配置
されるため、腹壁を貫通する又は共働器具で与えられる案内チャネルを貫通するドライバ
の送給によってアンカーがドライバの前端と同じ方向に向けられる。ドライバはアンカー
を通って延長することができ、この場合にはドライバはアンカーの本体を超えて延長する
穿刺前縁表面を有し、アンカーの腹腔内への送達時にドライバをアンカーから後退させ、
アンカーをその場に残すことができる。
【００３４】
　図３は、どのようにドライバ２２００が例えば図２の例のようなアンカー２１００と係
合し、その後アンカーを前方に駆動することができるかを示す。図に示すように、ドライ
バ２２００はアンカーの端面と係合する。ドライバを前方に押すとアンカーが対応して移
動し腹腔内に入る。この構成では、ドライバは主本体部分２２０２とテーパ付き端部２２
０３を有する。テーパ付き端部２２０３は本体部分２２０２より小さい断面径を有する。
こうして、テーパ付き端部２２０３がアンカーの端部２１０６に挿通され、係合すると、
段差２２０４が形成される。この段差は当接面を構成する。アンカーが腹腔内に送達され
、ドライバがアンカーから後退するとき、段差２２０４の当接面が腹壁と係合又は当接す
る。これは抵抗を生成し、アンカーからのドライバの除去を容易にする。段差における端
部２１０６の外径はテーパ付き端部２２０３の外径より大きい。端部２１０６はドライバ
の本体部分２２０２の直径と同じ大きさの直径まで拡大することができる。
【００３５】
　図３Ａ及び３Ｂの構成では、ドライバはアンカーの中を通って突出し、アンカーはドラ
イバニードル端部２２０５と主本体部分２２０２との間のドライバ部分の上に置かれる。
ニードル端部は必要に応じ腹壁を穿刺できるようにとがせるのが望ましい。ニードル端部
の長さ及び形状は図３Ａ及び３Ｂの例で示すように変えることができる。
【００３６】
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　アンカー２１００の端部は腹壁を貫通するアンカーの送給を容易にする面取りされた外
表面２２０７を有するようにしてもよい。ドライバが腹壁を通して送給されるにつれて、
アンカーの内径がドライバの外形より大きくなる時点まで前縁表面２２０７への圧力が増
大し、アンカーをドライバのヘッド部に向けて押し、この時点でアンカーの後方移動が阻
止されることは理解されよう。
【００３７】
　図４はアンカー及びドライバ構成の別の例を示す。同様の部分には同じ参照番号を使用
している。上述の例と同様に、アンカーはアンカーを腹腔内に送達するために使用するド
ライバの上に置かれる。この構成では、ニードル端部２２０５は連続テーパ外表面を備え
ず、２部分構造に構成され、ドライバの最後の最後に先端４００が設けられる。この先端
によれば、有利には、ニードル部分が決してアンカーの内腔に入らないようにアンカーを
非先端部分に位置させることができる。仮にアンカーが先端部分に位置していてニードル
部分がアンカーの内腔に入っている場合、組織がアンカーの先端部で引っかかり、アンカ
ーの正確な配置が妨害される可能性がある。
【００３８】
　この構成のドライバは前述のドライバとは、クリート４０５又は他の固定機能部を含む
点が相違する。この構成では、クリートはドライバのヘッド部４１０に一体に形成される
。この構成は、縫合糸２１０１をドライバの本体に沿う位置に維持することができる点で
有利である。また、腹腔内へのアンカーの送達後に縫合糸の端部がアクセス可能になる。
保持機能部の実際の位置又は形は変更可能であることは認識されよう。縫合糸はより大き
な安全性を達成するためにヘッド部の周囲に多数回巻くことができる。この実施形態では
、早すぎるアンカー転開が防止されるとともに、縫合糸除去プロセスは変更なしであり、
ユーザは開放のために縫合糸を垂直方向に引っ張ればよい。
【００３９】
　ヘッド部４１０はドライバのユーザに向上したグリップを与えるテクスチャ外表面４１
５も含む。この外表面はエラストマ材料をドライバの本体上にオーバモールドするなどの
様々な方法で形成することができる。
【００４０】
　図５はドライバの別の例を示し、ここでも前述した部分に対して同じ参照番号を使用す
る。この構成では、球根状ヘッド部５００が設けられる。これは本発明の教示の範囲内で
有利に使用し得る別のグリップ構成である。
【００４１】
　このような球根状ヘッドはユーザがドライバをユーザの手のひらでしっかり握ることを
可能にし、腹壁を貫くアンカーの送達に使用し得る実際の力の量を増加することができる
。このような構成は、腹壁を貫くアンカーの送給を実行するためにドライバ自体を使用す
る状況において特に有利である。
【００４２】
　外科医又は他のオペレータがアンカーの正しい送達を正しく確認するのを支援するため
の別のガイド構造がない場合、本発明の教示はドライバに一体化されたガイドインジケー
タを設ける。このような構成の一例が球根状ヘッド５００の上面５０５に示されている。
この構成ではビジュアルインジケータが設けられる。この構成のビジュアルウィンドウは
３つのウィンドウを使用するが、このようなウィンドウの寸法又は数は変更可能であるこ
と勿論である。ウィンドウは色分けされ、所望の向きに対するドライバの向きに依存して
、ウィンドウの１つを優先的に照らすことができる。例えば、ドライバは、加速度計又は
ジャイロスコープの形で実現された角度方向センサを含み、角度方向センサによって、所
定の平面に対するドライバの角度方向の出力をもたらすことができる。ドライバは正しい
送給角度に関して事前調整されたものとすることができ、また外科医自身がドライバを調
整することができる。ドライバが腹壁に対して所望の送給角度で又はその角度の所定の範
囲内で送給されるとき、ウィンドウは第１の色、例えば緑色を示す。ドライバの向きが所
望の角度をわずかに超えるとき、第２の色、例えばオレンジ色を表示し得る。これは送角
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度を再び緑色が示されるまで修正するよう外科医に催促する。角度が完全に望ましい範囲
の外である場合には、異なる色、例えば赤色が示される。これは、引き抜いて再試行する
ように外科医に催促する。この緑、オレンジ及び赤のビジュアルインジケータは配置可能
な代表的なタイプのビジュアルインジケータである。加えて又は代わりに、ドライバは、
所望の送給方向に対するドライバの方向に依存して同様に活性化される可聴警告発生器を
含むことができる。このような角度インジケータを実装するのに必要なハードウェア及び
/又はソフトウェアはドライバの球根状ヘッド内に置くことができる。
【００４３】
　アンカーを腹壁を貫いて直接通すためにドライバを使用する場合には、ドライバは腹壁
を貫くアンカーの送給中に曲がらない程度の剛性を有するのが好ましい。ドライバが例え
ば案内チャネルを通して送給する他の構成では、ドライバ本体の全部又は一部が案内チャ
ネルの形状に適合し得る程度の弾性又は柔軟性を有する必要がある。これらの２つの形態
のドライバはまとめて剛性型又は柔軟型ドライバとして知られ、本発明の教示の範囲内に
おいて、特定の用途に照らして必要と思われる場合を除いて、何れか１つの形態のドライ
バに限定する意図はない。
【００４４】
　図６は及び図７は、これまで記載したドライバ／アンカー構成と組み合わせて使用し得
るガイドツール又は単にガイドの一例を示す。図６の例では、ガイド６００が提供される
。このガイドは、ガイド６００の本体内に規定される入口６２０と出口６２５との間に位
置するドライバ案内チャネルを規定する。この代表的な構成では、本体は第１、第２及び
第３の部分６０５，６１０及び６１５を備える入れ子構成で与えられる。これらの部分の
寸法及び数は実際の実装に応じて変えることができることは認識されよう。入れ子構成は
異なる長さの患部又はトロカールへの適応を容易にする。
【００４５】
　本発明の教示によれば、ガイドツールはドライバ及びアンカーと共働可能である。少な
くとも１つのドライバ案内チャネルはドライバ及びアンカーを収容する寸法にされる。こ
のツールは他の手術機器を収容するには不十分な寸法を有する。このように、このツール
は、２つの機能、即ち腹腔内への手術機器の送達のためのアクセスポートのみならず縫合
糸の別個の送達のためのドライバ案内チャネルももたらす機能を有する他の腹腔鏡手術機
器とは相違する。本発明の教示によるガイドツールは腹壁内への又は腹壁を貫く縫合糸の
送達を可能にする専用（唯一目的用）のガイドである。
【００４６】
　入口６２０と出口６２５との間にフランジ６３０が設けられる。フランジ６３０はガイ
ド６００の本体より大きい直径を有するカラー（collar）を構成する。使用中、ガイド本
体６００は腹壁に形成された切開部に挿通され、カラーが筋膜層の外側部分に当接するま
で切開部を通過する。カラーは外科医による出口６２５の相対位置の確認を支援するロケ
ータをなす。その後、アンカーが取り付けられたドライバを本体の外部に位置する入口に
通し、出口から腹壁内へと出すことができる。所定の構成では、入口と出口はガイド６０
０の同じ側にする。これは、ドライバが入口と出口との間に形成される湾曲したチャネル
の形に変形できるように十分な柔軟性を有することを要求する。
【００４７】
　別の構成では、入口と出口はガイド６００の反対側にして、剛性ドライバを入口からほ
ぼ直線のチャネルに沿って出口へと通すことができるようにする。
【００４８】
　他の構成では、２つの入口及び２つの出口を設けることができるが、本発明の教示は特
定の数の入口及び出口に限定する意図はない。例えば、単一の入口及び出口を設ける場合
には、ユーザは器具を回転させて同じ入口及び出口を別の位置で使用することができる。
更に多数の入口及び出口を使用することができる。他の変更例では、単一の入口を複数の
出口と連通させることができる。
【００４９】
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　図７は別の例のガイド７００を示し、このガイドはフランジ７３０がガイド７００の低
部に位置する点が相違する。このガイドは前端７０５及び後端７１０を有する。フランジ
は望ましくは、ガイドが腹壁に挿通されるとき、フランジが前端７０５から後方へ屈曲し
てガイド７００の本体の外形に順応するように可撓性にする。フランジのこの形状順応を
容易にし、腹壁の通過中にフランジが本体表面から実質的に突出しないようにするために
、フランジは１つの連続ピースとして形成しないのが好ましい。図７の例では、フランジ
はフランジ本体の両側に位置する２つの部分７３１，７３２からなる。
【００５０】
　本体が腹壁を貫通中に、フランジ部分７３１，７３２は矢印で示す方向に変形して本体
７００の出力軸に平行になろうとする。腹腔内に入ると、フランジへのバイアス力がなく
なり、その結果としてフランジ部分は本体にほぼ直角の通常位置（図７に示す位置）に戻
る。こうして、外科医がガイドを後退させると、開いたフランジが腹壁の内面と接触し、
外科医にガイドの位置に関する触覚フィードバックを与える。
【００５１】
　このガイド７００は入口７２５及び出口７２６も含む。入口は、図６と同様に、本体の
外部に位置し、ガイドへのドライバの挿入を可能にする。ドライバ及びその関連アンカー
はその後出口から出て行き、腹壁に入る。さらに力をドライバに加えると、ドライバ及び
アンカーは腹腔内に貫通する。その後、ドライバを引き抜くとアンカーがドライバから解
放され、縫合糸に張力を加えると、アンカーに加わる張力が増加し、アンカーを腹壁の内
面と接触させる。アンカーとガイド／ドライバの組み合わせは２つ以上のアンカーを送給
するのに使用することができる。これは、大きな創傷部位の閉鎖を達成するのに２以上の
アンカーが必要とされる状況において有利に採用することができる。例えば、本発明の教
示を用いて、３つのアンカーを三角配置に、４つのアンカーをＸ配置に配置することがで
きる。
【００５２】
　図８Ａは図７のガイドを示し、切断線Ａ－Ａを含む。図８Ｂ及び図８Ｃはガイドの本体
内に形成し得る案内チャネルの２つの代替例を示す。
【００５３】
　図８Ｂの例では、実線及び破線の２つの例で示すように、ドライバはガイド本体の第１
の側で案内チャネル８００に入り、第２の側から出る。第１及び第２の案内チャネルが効
果的に設けられる。この構成は、チャネル８００がほぼ直線であるので、特に剛性ドライ
バと関連して有効に送給することができる。チャネルの角度はドライバ及び関連アンカー
の腹壁への送給角度を決定する。
【００５４】
　図８Ｃの例では、ドライバはガイド本体の同じ側で案内チャネル８１０に入り出て行く
。第１及び第２のチャネル８１０は本体の両側に設けられ、ドライバはチャネル８１０の
湾曲した形状に適合し得るようにある程度の柔軟性を必要とする。ドライバは出口７２６
から、出口７２６に近接して設けられた偏向表面８１５で決まる角度で出て行く。
【００５５】
　図８Ｄは図７の構成に基づかない他の例を示す。この例では、入力ポートはガイド本体
の上端にあるため、ドライバは出口７２６に近接して設けられた偏向表面８１５で外側に
偏向される前にガイドの主軸と同軸的に送給される。図６～図８に示すガイドは外科手術
中に気腹を維持するために有効に使用し得る送気ポートを含むことができる。
【００５６】
　図９、図１０及び図１１は、外科医の手術部位へのアクセスを可能にするために本発明
の教示によるアンカーを用いてどのように内部臓器を移動させることができるか、その方
法のいくつかの例を示す。これらの概略図は、アンカーが腹腔内に既に配置されている状
況を示している。これらの例では、空洞９００は腹腔を示し、腹壁９１０は腹腔の上部に
位置する。代表的な臓器（小腸９２０）がその通常の位置で占められる部位への手術アク
セスを可能にするための移動を必要とする臓器の一例として示されている。



(12) JP 6749098 B2 2020.9.2

10

20

30

40

50

【００５７】
　図９及び図１０の例では、前述と同様に、アンカー２１００は結び目２１０８を用いて
縫合糸２１０１に固定されている。縫合糸は、例えば図１１を参照して以下で説明する技
術を用いて、腹壁を貫いて通され、その後移動させるべき臓器の周りにループにされてい
る。縫合糸はその後クリート又は他の保持機能部９２５を用いてアンカーに保持すること
ができる。腹壁９１０に対するアンカーの引っ張りはアンカー２１００が腹壁の内面９３
０と接触するまで縫合糸を締めることによって達成されることは理解されよう。次に、縫
合糸の自由端９３５を臓器９２０の周囲に通し、引っ張って臓器を所望の位置へ移動させ
ることができる。クリート９２５内の縫合糸の固定は、臓器移動の外科的要求がなくなる
時点まで所望の臓器位置を保ち、この時点で縫合糸はクリートから解放され、臓器は通常
の位置に戻ることができる。
【００５８】
　図９の構成では、クリートはアンカーの後端部２１０６に設けられ、或いは形成されて
いる。クリートは段差２２０４から目孔９２７へ後方に延びる後端部の切込み９２６で形
成される。縫合糸は、縫合糸の通すのに充分な大きさの開口をアンカーの本体に規定する
目孔を通した後に後切込み９２６にロックすることで固定することができる。
【００５９】
　図１０の例では、クリートはアンカー２１００の前端部２２０７に形成される。縫合糸
の前端部９３５はアンカーの後部及びアンカーの本体に通された後にクリートに固定され
る。このような構成は、縫合糸クリートが縫合糸に隣接し、テーパ付きスロットの形で設
けられるので、図９のものより安全な固定を提供でき、より重い臓器に対して有効に使用
でき、有利である。
【００６０】
　図１１は、図９及び図１０の腹壁に示される縫合糸はどのようにして設置できるか、そ
の一例を示す。望ましくは、相対的に移動し得る２つの対向するアーム１１０５,１１０
６を備える組織把持器１１００を用いて腹壁９１０の一部分を把持する。各アームは窓１
１１０を含み、ドライバ２２００に配置されたアンカー２１００をこの窓１１１０を通し
て送給することができる。従って、アンカーは組織把持器のアーム内に保持された腹壁の
部分をその関連縫合糸２１０１と一緒に貫通する。両者が表面に出た後、ドライバを引っ
込めるとドライバからアンカーが分離され、その後、移動させる必要のある組織又は臓器
の周囲に縫合糸のループをかけることが可能になる。
【００６１】
　把持器１１００及びドライバ２２００は腹腔鏡手術中に腹腔の外部から動かすことがで
きる。
【００６２】
　これまで説明したドライバ及びアンカーの例は縫合糸がドライバの外部を通るものであ
った。他の構成では、アンカー及びドライバの各々は、縫合糸がアンカーからドライバの
本体の内部を通過し得るように構成される。この場合、縫合糸はドライバ本体の外部に操
作可能に位置する出口ポートから出る。このような構成は、ドライバの出口ポートを通過
する縫合糸の方が見やすいので、外科医が縫合糸とアンカーの配置をイメージすることが
でき、有利である。
【００６３】
　他の構成、即ち図１２につき説明する例では、アンカー及びドライバはガイドシャフト
１２００と協働する。ガイドシャフト１２００は望ましくはテーパ付き前縁又は鋭利前縁
が設けられる。ガイドシャフトはアンカー２１００を腹壁を通して腹腔内に移送するため
に使用することができ、アンカーはこの通過中ガイドシャフト内に位置する。前縁１２０
５の腹腔内への通過時に、アンカー２１００はドライバ１２１０を用いてガイドシャフト
から外へ押し出される。これらの構成では、ドライバ及びアンカーは腹腔内へのアンカー
の移動中に腹壁と接触しなくてもよく、それらの形状及び構成はこのような通過が容易に
なるようにしなくてもよい。この理由のために、テーパ付き端部又は鋭利端部と対照的に
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、例えば図１２Ｃ及び図１２Ｄに示すような平らな端部を有するアンカー構成を使用する
ことができる。図１２Ｄは、アンカーと縫合糸の結合の変形例も示し、この例では、図１
２Ａ～図１２Ｃのような外表面上での結合と対照的に、結び目がアンカー内に位置する。
図１２Ｄのこの構成は図２Ａ及び図２Ｂにつき記載した構成に類似する。図１２Ｅは別の
変形例を示し、ドライバはドライバ本体内で縫合糸を受け取るように構成される。こうす
ると、縫合糸はドライバが手術部位から引っ込められる時点までドライバ内に保持され、
この時点で縫合糸はドライバから引き出される。
【００６４】
　図１２のガイドは別のガイドと独立に使用することができるが、図８につき述べたガイ
ドの１つ以上と連携して配置することもできる。このような実施では、アンカー及びドラ
イバは図１２に示すようなガイド内に設けられる。その後図８に示すようなガイドが腹壁
切開部に配置され、図１２のガイドの送給のためのチャネルを提供し、アンカーの配置が
可能になる。
【００６５】
　図１２のガイドシャフトも、外科医がこのガイドシャフトを腹壁に穿刺し、腹腔内への
アンカー送達位置になったときを決定するのを助ける、図７につき記載したようなフラン
ジ又はカラーを組み込むことができる。その位置でドライバ１２１０により圧力を加える
と、アンカーをガイドシャフトの中から外へ押し出すことができる。
【００６６】
　所定の構成では、ガイドシャフト内のドライバ１２１０の移動の長さは、アンカーがガ
イドシャフトの端に対してどのくらい押し出されるかを制御するために限定することがで
きる。このような制御は、図１２Ｂに示すような有刺縫合糸の配置に特に有利である。こ
の構成では、複数の棘１２１５が縫合糸の上に設けられ、例えば一方向又は双方向の棘を
含む。棘は接触する組織と自然に係合するので、それらの配置を制御するのが重要である
。本発明の教示によれば、有刺縫合糸はそれが必要とされる時点までガイド内に収容され
る。その結果、配置を制御することができる。
【００６７】
　このような制御の一例は、ドライバが、アンカーを案内チャネルの中から外へ押し出す
のに丁度十分な移動距離を有するように構成される場合である。この状況では、アンカー
はガイドからぶら下がるが、有刺縫合糸は依然としてガイド内に含まれる。外科医による
ガイドの引き戻しはアンカーを腹壁と接触させ、アンカーはその場に保持される。ガイド
の連続的な引き戻しはガイドの外方への通過中に有刺縫合糸が腹壁内への脱出をもたらし
、縫合糸は直接筋膜内に能動的に配置される。このような構成では、棘は有利にはアンカ
ーに対して逆方向に向き得るため、棘とアンカーは反対方向に作用し、筋膜内の固定をも
たらすことができる。
【００６８】
これまで記載した構成では、アンカー及びドライバは単一配置構成に関して記載している
。事実上、１つのアンカーがドライバに与えられ、必要に応じ配置される。アンカーには
、その後創傷の閉鎖を行うため又は係止構成をもたらすために使用し得る、ある長さの縫
合糸が設けられる。
【００６９】
　図１３は、織布、メッシュ又は器官を複数の位置で保持又は固定したいという要望があ
る場合の変更例を示す。
【００７０】
　図１３において、図示の代表的な状況は織布１３１０を腹壁１３２０に保持したいとい
う要望である。織物１３１０は広い表面積を有し、そのため複数の位置での保持を必要と
する。これは、本発明の教示によるアンカー／ドライバの組合せを使って達成される。こ
の形態では、アンカー１３３０は、例えば図２を参照して前述したように、その中点で縫
合糸１３４０に結合される。縫合糸は好適な結合機構であるが、他の結合機構も考えられ
、有効に利用することができることは理解されよう。このような形態では、アンカーは縫
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合糸から垂直にぶら下がり逆Ｔ字形になる（特に結合点がアンカーの質量の重心又は中心
である場合）。この形態では、前述の構成から、アンカーは第１及び第２の要素を備える
点が相違する。第１の要素又は主アンカー本体１３３１は前述の本体に類似する。第２の
要素、即ちアンカーヘッド部１３３２も縫合糸に結合されるが、縫合糸の他端でアンカー
本体に結合される。こうして、縫合糸１３４０はアンカーヘッド部１３３２をアンカー本
体１３３１から分離する。
【００７１】
　既に述べたドライバと同様に、ドライバ１３１５はアンカーと係合し、アンカーの所望
の位置への駆動を達成するように構成される。この構成では、ドライバはドライバの前端
部１３１７に設けられたソケット１３１６を備える。この前端部１３１７は、腹壁又は他
の所望の臓器内へのドライバの前端部の少なくとも部分的な侵入を可能にするために鋭く
とがらせるか、或いは他の最適な形状にすることができる。
【００７２】
　アンカーヘッド部１３３２はソケット１３１６に着席可能であり、着席されたとき、ド
ライバの移動がアンカーの対応する移動をもたらす。図１３の例では、ドライバは腹壁１
３２０内へのアンカーヘッド部の駆動を操作可能にもたらす。縫合糸１３４０の長さ又は
アンカー本体からアンカーヘッド部を分離する他の結合部材の長さは、腹壁内へのドライ
バの移動の長さが縫合糸の長さより大きくなるようにするのが望ましい。このようにする
と、ドライバが腹壁内へのアンカーの駆動をもたらすとき、アンカーヘッド部が実際の腹
壁内に駆動されるが、アンカーヘッド部の背後に縫合糸で引きずられるアンカー本体１３
３１は腹壁内に進入しない。このとき圧縮力が送達されたアンカーヘッド部１３３２とア
ンカー本体１３３１との間に加わり、これにより腹壁へのアンカーの保持が達成される。
アンカーヘッド部の送達点を注意深くねらうことによって、アンカーヘッド部とアンカー
本体との間で固定する必要がる織布又はその他の材料／器具を位置決めすることができる
。こうして、設置されたアンカーは織布又は他の材料／器具をその場に保持するように作
用する。このアンカーの１以上の要素を生体吸収性材料で形成する場合、これらの要素は
それらが分解されるときまでその場に残存することができる。このようなアンカーは本明
細書に記載する本発明の教示の他の態様と独立に使用することができる。
【００７３】
　所定の形態では、一つのアンカーで十分とすることができる。図１３に示すような他の
形態では、複数のアンカーを必要とする。複数のアンカーのこの配置を容易にするために
、アンカー１３３０及びドライバ１３１５を銃構造１３００内に設け、複数のアンカーを
同じドライバ１３１５と連携して順次に使用できるようにする。アンカーを同じドライバ
と順次に接触させることによって、このドライバで複数のアンカーを順次に設置すること
ができ、複数のアンカーは所定の位置にスプリング装填又はラチェット装填することがで
きる。
【００７４】
　図１３の構成では、アンカー及びドライバはガイド１３５０で規定される空間内に置か
れる。ガイドは第１及び第２の壁１３５１及び１３５２を備え、アンカー１３３０及びド
ライバ１３１５はガイドのこれらの壁に対して移動可能である。
【００７５】
　複数のアンカーをガイド内に積み重ねることができる。アンカーは、アンカーヘッド部
１３３２がアンカー本体の上に位置するように積み重ねるのが望ましい。アンカー本体の
向きは、その主軸がガイドの主軸と平行になるようにするのが望ましい。ヘッド部１３３
２は典型的にはアンカー本体１３３１の側面の上に載る。
【００７６】
　ドライバは休止位置と動作位置との間で移動可能である。休止位置では、ソケット１３
１６が隣接するアンカーのヘッド部のすぐ近くに与えられる。ヘッド部１３３２は枢動ア
クチュエータ１３６０のヘッド部１３３２への作用によりソケット１３１６の上に移動さ
れる。これは、典型的にはユーザにより実行されるトリガ作用により達成される。アクチ
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ュエータ１３６０はカム面１３６１を備え、アクチュエータの動作時にこのカム面がヘッ
ド部１３３２をドライバの通路内に移動させ、その位置でヘッド部がソケット１３１６で
受け取られ、そこに着席する。ユーザによる第２のトリガ作用によってガイド１３５０の
中から外へドライバの移動が実行される。これは、往復ばね運動などを用い、ある程度の
力でドライバをガイドのマウスから外へ押し出すことによって達成するのが望ましい。ヘ
ッド部はソケットに着席しているとともに本体に繋がれているので、ドライバのこの移動
はガイドの中から外への対応する移動をアンカーにもたらす。ドライバの移動の長さによ
りアンカーヘッド部の設置位置が決まる。上で検討したように、アンカーヘッド部が腹壁
内又は他の所望の場所に設置されると、両者間に圧縮力が発生し、この圧縮力によって両
者間に位置する材料又は器具のその場固定がもたらされる。
【００７７】
　ガイドの中から外への第１のアンカーの移動は次のアンカーのガイドのマウス方向への
対応するインライン移動をもたらす。こうして、ドライバがその休止位置に戻ると、別の
アンカーが銃内に用意されて待っている。
【００７８】
　アンカーヘッド部の幾何形状は用途に応じて変えることができる。図１３の例では、ア
ンカーヘッド部は球体、４面体、６面体及び１２面体とし得るが、他の形も有効に使用し
得ることは理解されよう。アンカーヘッド部は縫合糸の要素とし得る成形品として形成す
ることができることも理解されよう。他の形態では、アンカーヘッド部は縫合糸又は他の
素材に形成した結び目で形成することができる。
【００７９】
　図１４Ａは、図４に示すものと類似するドライバ及ぶアンカーとともに使用し得るガイ
ドの別の例を示す。この設計のガイドは図１４Ｂに示すトロカール２４００を取り除いて
使用される。縫合糸ガイドは患部に置かれ、ドライバ２３００はアンカー２１００をガイ
ド内に規定された案内チャネル８００を通して送給するために使用される。このプロセス
は第２の案内チャネルを通して繰り返される。図１４Ｄにおいてアンカーの近位端で縫合
糸２１０１が外科医によって患部を近付けるように引っ張られ、図１４Ｅに示すように結
び目で結ばれる。
【００８０】
　図１４Ａに示すガイドはテーパ付き前縁部２５８０を特徴とする。使用中、組織は縫合
糸ガイドのテーパ付き部分と接触しやすい。ドライバの軌道及び縫合糸ガイドの外表面は
、徐々に互いから離れるような位置関係にあるので、腹部の厚さが増すにつれて、ドライ
バと縫合糸ガイドの外表面との間の筋膜の幅（facial recruitment）が徐々に増加する。
これは、筋膜の幅が大きくなると、神経を捕獲する可能性を増し、術後痛をもたらすので
、不利である。
【００８１】
このような可能性を未然に防ぐために、図１５に示すようなガイドを構成することができ
る。このような形態では、ガイドのシャフト２６９０の一部分は、特定の目標腹壁厚さ２
９９５の範囲内で、深さが増すにつれて細くなる。このプロファイルは目標腹壁厚さに亘
って比較的均一な筋膜の幅を達成することができる。
【００８２】
　図１８は図１５のガイドよりもっと誇張されたシャフト形状を有するガイドを示す。図
１８Ａはこのような形状を使用して、目標腹壁厚さ内において、筋膜の幅が一定となるよ
うな咬合（bite）が達成される様子を示す。咬合軌跡は線２９９２で示され、最大及び最
小腹壁厚さが線２９９３及び２９９４で示されている。
【００８３】
　図１８はヘッド部のグリップ２９７０を示し、このグリップはユーザがその器具を患部
に挿入する際にユーザがその器具を把持するのを助けるために有利に使用し得る。
【００８４】
　図１５及び図１８のガイドは細い先端２６９５より前に大径部分を有することを特徴と
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し、この大径部分は送給中その器具をセンタリングし、組織層中の航行を助ける。図１５
及び図１８のガイドはヘッド部とシャフトとの間のテーパ部分２９９１も特徴とし、この
テーパ部は大きなポート部位の密閉を容易にする。
【００８５】
　図１５の器具の他の実施形態では、器具は交換可能な中心コア部（図示せず）を含むこ
とができる。この中心コア部は先端部２６９５を構成することができ、図１５Ａの器具よ
り実質的に長くすることができる。このコア部はトロカールに通され、その後トロカール
と交換され、コア部を患部内にその場で残すことができる。その後、このコア部は図１５
Ａの器具と類似の器具のためのガイドレールとして作用するが、その中心線を通るコアロ
ッドの直径よりわずかに大きい中空チャネルを有する。これは、厚い腹壁に有利であり、
ガイドの設置を容易にすることができる。
【００８６】
　図１６Ａはガイドの他の実施形態を示す。この実施形態では、ガイドはその長さに亘っ
て一定の直径を有するシャフト６５０を備える。シャフトの長さに沿って複数の円周方向
リブが設けられている。これらのリブは、ガイドが患部内に設置されたとき、ガイドの移
動を阻止するために理想的に適している。これらのリブの形状又は円周又は螺旋などの配
列は様々な固定の程度を達成するために変更することができ、図示の例は限定を意図する
ものではないことは理解されよう。
【００８７】
　図１７はガイドロッドを示す。デリバリシステムの部品として提供される場合、典型的
にはガイドロッド６００は別個の共働スリーブ６４０が設けられる。ガイドロッドはその
遠位端に変形可能な矩形部２８３０を有する。この部分は挿入時より除去時に大きな抵抗
をもたらすよう構成される。使用中、ユーザはガイドロッドをトロカールに挿入する。ガ
イドがトロカール中を前進するにつれて、変形可能な矩形部はガイドロッドの近位端側に
折れ曲がる。変形可能な部分がトロカールから腹腔内に出ると、変形可能な部分はＴバー
形状を取る。その後、トロカールは除去される。ガイドロッドは、腹腔鏡カメラを用いて
、又は内部腹壁と接触する変形可能部の触覚フィードバックに基づいて、内部腹壁に押し
当てて位置させることができる。その後、スリーブ６４０をガイドの近位端２８１０の上
を通し、このスリーブを用いて欠陥部の周囲の気密シールをもたらすことができ、このス
リーブの下部表面６４１はガイドロッド径からそれよりかなり大きな直径までテーパを形
成するので、ガイドロッドを広範囲のサイズのトロカールに対して使用可能にすることが
できる。このスリーブは上部６４２に特徴があり、この上部６４２は、アンカーが配置さ
れるとき、ガイドロッドを安定させるためにユーザによって押し込まれ、腹壁に対するロ
ッドの望ましい垂直方向を確実にすることができる。その後、図４に示すようなドライバ
及びアンカーを用いて、アンカーを最初に第１のドライバチャネル２８２５Ａを通して、
次に第２のドライバチャネル２８２５Ｂを通して送給することができる。ガイドロッドの
除去時に、１対のアンカーが図１４Ｄに示すように患部に残され、その後患部を図１４Ｅ
に示すように閉じることができる。
【００８８】
　変形可能部は形状記憶材料、例えば平らなニチノールワイヤの形態で提供される形状記
憶材料で形成することができる。ニチノールワイヤをガイドロッドのスロットに通し、締
り嵌めにより所定の位置に保持することができる。ねじ孔を前縁部２８０５に、ロッドの
主軸にほぼ平行になるように設けることができる。追加の固定を与えるために、ニチノー
ルの中心にネジと係合する孔を設けることができる。ニチノールが通るスロットはガイド
ロッドの主軸にほぼ直角として示されている。このスロットはニチノールを所定の方向に
偏倚するように湾曲させることができ、或いはドエルを用いてニチノールを偏倚させるこ
とができる。この器具の最もコストエフェクティブな例はプラスチック押し出し成形で製
造でき、好ましくは矩形の形に製造することができる。
【００８９】
　図１９のガイドは図１５及び図１８に記載のものに類似するが、２つの追加の特徴を有
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する。第１の特徴はドライバチャネルに対する変更にある。ドライバチャネル８２０の入
口部分は縮小された直径を有する。前の記載ではドライバチャネルの直径はドライバより
大きい直径を有するアンカーの直径により規定される。この部分の直径を縮小することに
よって、ドライバはその器具に遊びがなくなり、より正確な送給をもたらす。図示のガイ
ドはドライバチャネルに大経部分８３０も有する特徴もある。この部分は図１９に示すよ
うにプリロードされたアンカーを受け取るために使用される。第２の特徴は、縫合糸保持
クリート４０６を含有することにある。このクリートは、図１９Ａに示すように縫合糸を
ピント引っ張り、クリートに保持することによって、プリロードされたアンカーを所定の
位置に保持するように使用することができる。
【００９０】
　図２０はガイドロッドの別の構成を示す。このガイドロッドは外側に偏倚された１対の
翼部３１３０を特徴とする（図２０Ｄ参照）。非展開状態では、翼部はスリーブ６４５に
よりガイドロッドシャフトに押し付けられて維持される。スリーブは窓６４６を特徴とす
る。この器具はスリーブを内部ロッドに対して前方へ押すことによって駆動されると、こ
の窓が前方へ押され、翼部が展開して内部腹壁係合表面を形成することができる。ユーザ
は、内部腹壁係合表面が内部腹壁と係合するまで、器具を引き戻すことができる。この駆
動方法は図１７に示す構成でも使用できる。図４のドライバ及びアンカーを用いて、アン
カーを最初に第１のドライバチャネル３１２５Ａを通して、次に第２のドライバチャネル
３１２５Ｂを通して送給することができる。スリーブを引き戻すと、窓の遠位端の端縁が
翼部と係合し、それらを非展開状態にせしめる。これはガイドロッドを除去可能にし、除
去時に１対のアンカーは図１４Ｄに示すように患部に残され、その後患部は図１４Ｅに示
すように閉じることができる。
【００９１】
　図２１はガイドロッドの他の実施形態を示し、この構成では翼部３２３０は２つのニチ
ノールワイヤ３２３１Ａ及び３２３１Ｂからなる。非展開状態においてニチノールワイヤ
はガイドロッドの主シャフト２３２３内のチャネル内にある。ニチノールワイヤは押し込
み器３２３３に結合される。この押し込み器を前進させると、ニチロールワイヤがチャネ
ルから押し出され、図２１Ｃに示すように翼部を形成する。その後、この器具は図２０に
示す器具について記載したと同様に使用することができる。
【００９２】
　図２２はガイドロッドの別の実施形態を示す。この構成では、１対の案内チャネル８０
０がガイドロッド６００の外側部に形成される。内部シャフト３３３３の除去によりテー
パ表面３３３４が案内チャネルの内面と係合し、これにより案内チャネルが、内部シャフ
トの一定直径部分３３３５が案内チャネルの内表面と接触する展開状態に向かって横方向
に移動する。他の実施形態では（図示せず）、内部シャフトは、それぞれテーパ部分で結
合された、様々な直径を有する複数の一定直径部分を特徴とし得る。これにより、異なる
直径のポートサイズに適合するように案内チャネルを展開させることができる。ポリマ製
のスリーブをガイドロッドの案内チャネル部分を覆うように追加することができ、これに
より大きな患部用に、周長を更に増大することができる。
【００９３】
　図２３Ａはガイド３９００の送給を容易にするガイドロッドの等角投影図を示す。図２
３Ｅのガイドロッドの平面図から分かるように、スプライン３４５０がロッドから切除さ
れている。このスプラインはガイド３９００の形状に一致し、このガイドは図２３Ａにロ
ッドの上方に示されている。ロッドはトロカールを除去した後に患部に挿入することがで
き、またシャフトはトロカールと交換に挿入するように最適に設計することができ、これ
は気腹を維持するのに有利である。
【００９４】
　図２３Ｂはスプラインチャネルと相互作用するガイド３９００を示し、更に前進したガ
イド３９００が図２３Ｃに示されている。患部の第１の側でガイド３９００がシャフトを
下降し、アンカーの送達に成功した後、ガイド３９００を除去し、患部の第２の側でのア
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ンカーの送達を容易にするためにガイドをロッドの反対側の同様のスプラインチャネルに
設置することができる。
【００９５】
　スプラインチャネルは空気の逃げ道を与えるので、スプラインシャフトの遠位端側のロ
ッドの円形部分３４２０が気腹を維持するために不可欠であることは理解されよう。この
円形シャフト部分は図２４Ａに３５２０で示すように延長することができる。ここで提示
されるイメージは限定を意図しない。図示されていないが、一旦所望の位置に置かれると
ガイド３９００をその位置に保持することができるラチェット機構又はキャッチ機構も追
加の特徴として含めることができる。
【００９６】
　この用途に加えて、このタイプのロッドは図２３Ｄに示すようなガイド３９５０の送給
を容易にするために有効に使用できる。
【００９７】
　同様の配置方法は、例えばConmed Corporationにより商品名Port Saver GhostStickで
提供されている簡単なポート交換ロッドで達成することができる。
【００９８】
　図２４Ａ及び図２４Ｂは図２３Ａに示す器具の他の変更例を示す。この実施形態では、
スプライン３５５０は、ガイド３９００が図２４Ａのロッドのスプラインチャネルに挿入
されるときロッドの外径を超えてはみ出さない大きさにされる。スプラインチャネルはそ
の道程の大部分に亘ってロッド３５６０と平行である。道程の終端に向かってチャネルは
外側にテーパし３５７０、ガイド３９００を図２４Ｂ及び２４Ｃに示す使用位置に配置す
る。シャフト上にマーカ（図示せず）を、ガイド３９００がロッド径を越えてはみ出す点
の少し上に付けることができる。使用中、このマーカを皮膚と一致させ、ガイド３９００
が確実に皮膚の下に配置されるようにし、より狭い皮膚切開に使用可能にすることができ
る。このマーカはロッド上の線又はバンドとすることができ、またロッドの遠位端を覆う
ことができるエラストマチューブ部分で形成することができる。
【００９９】
　エラストマ材料を使用する場合、ドライバ及びアンカーは送給中にエラストマチューブ
を穿刺することができる。エラストマ部分の使用の利点は、患部内のロッド部分の全体径
が増加し、気腹の望ましくない漏れを防止でき、より大きな患部への適合が可能になる。
【０１００】
　図２４に示す例では、単一のスプラインチャネル３５５０を備える。ユーザは患部の第
１の側でガイド３９００を位置決めし、アンカーを配置し、その後ガイドを除去する。そ
の後、患部の反対側でのアンカーの設置を容易にするためにロッドを１８０°回転させる
。ロッドの設計は、前述のロッドの使いやすさを向上させるために交差する２つのチャネ
ルを含むように変更することができることは理解されよう。
【０１０１】
　図２５Ａ～２５Ｂは他の実施形態を示し、この構成ではスプラインチャネル３６５０が
ガイド３９００をロッドに沿って案内し、ガイド３９００は皮膚３６８０より下のレベル
でロッドの側面から出る。図２５Ａ及び２５Ｂにおいて、ガイド３９００が案内チャネル
の第１部分にあるとき、その最大輪郭部はロッドの最大輪郭部に等しく、その輪郭部は皮
膚ラインを貫通することができる。皮膚の下まで進むと、ガイド３９００は案内チャネル
の外向きテーパ３６７０により外側に案内され、ロッドの側壁から出る。ガイド３９００
はこの位置でロッドの外径に隣接し、このとき、ドライバ及びアンカーがガイドに貫通さ
れたときのドライバー及びガイド間の筋膜の幅が最大となる。
【０１０２】
　図２６は図１５及び図１８のガイドの他の実施形態を示す。図示のガイドはガイドのヘ
ッド部の周囲に円周方向に配列された一連のへこみ３７７０を特徴とする。これらのへこ
みは、ヘッド部を操作する際のユーザのためのグリップとして機能し、この器具のより容
易なその場回転を可能にする。このようなへこみの大きさ及び数は器具のグリップ／感触
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を向上させるために変えることができる。同様の結果は外表面に突部を設けることによっ
ても達成できることは理解されよう。そのシャフトは、図１５及び図１８のガイドと同様
に、直径が次第に増大するシャフト部分３７９０を特徴とする。図１５及び図１８の設計
の欠点は直径増大部分が挿入を困難にし得ることにある。
【０１０３】
　図２７は図２６のガイドの変更構成を示す。この構成では、材料を除去して窓３８１０
が形成されている。このように材料を除去する利点はモールド時間を大幅に短縮できるだ
けでなく、ガイドの透視も可能にすることにある。当業者であれば、同様の結果を達成す
るために利用し得る多くの形状があり、ここに示す設計は限定を意図しないことは認識さ
れよう。ここに示すガイドの形状は器具の強度を維持するとともに気腹からの空気の漏れ
を最小にするように最適化されている。この器具は使い捨て器具を予定し、互いに向かい
合って配置された一対の盲目孔３８１５を特徴とする。図に示すような１対又は複数対の
盲目孔の付与は再消毒処理の検証を難しくするのが望ましい用途に有効に使用することが
できる。この実施形態は、この器具をステンレススチールで製造し、窓部分を除去するこ
とによって再使用可能に構成することができる。この場合にはガイドが半透明でないので
、代わりに、大きな窓部分を図示の窓と直角の平面に設けてアンカーが見えるようにする
ことができる。
【０１０４】
　図２７Ｂは、ドライバ及びアンカー軌道に隣接する組織と操作可能に接触するこの器具
の切り欠き部分を示す。この表面は図１５及び図１８の実施形態で先に説明したように、
深さが増大する間、筋膜の幅が一定となるような咬合を、保証する。図２７Ａの実施形態
の輪郭形状は皮膚表面に近接する一定直径部分３８２０を特徴とする。この一定直径部分
３８２０はガイドの主軸に平行な表面をなす。案内チャネル８００はこの一定直径部分と
一致するガイドの本体部分内に規定され、一定直径部分の下端３８２０Ａの近くでガイド
から出る。
【０１０５】
　具体的には、案内チャネルは一定直径部分３８２０より下の切り欠き部分３８３０に規
定された出口ポート３８２６を備える。一定直径部分の長さは、この器具がヘッド部３８
４０に挿入されるとき、ドライバニードルが皮膚又は皮下組織をキャッチする危険がない
ように十分な長さに選択され、これはより感じの良いコスメティック効果をもたらし有利
である。図２７のガイドの別の特徴はヘッド部の湾曲した裏面３８４０にある。この連続
湾曲部分は、一定直径部分３８２０より著しく大きいポート内に器具を置くとき、気腹の
漏れを防ぐために有利に利用し得る。ガイドの中心軸から上方及び外方へ延びる湾曲表面
を設けることによって、ガイドと創傷の側壁との間の接触を維持するようにガイドを創傷
内により深く入れることができる。
【０１０６】
　切り欠き部分３８３０は一定直径部分により規定される平面の下部にアンダーカットを
形成する凹面を規定する。ガイドが腹壁内に置かれると、腹壁の筋膜層はその場所で緊張
緩和し、ガイドと腹壁との良好な咬合をもたらし、腹壁を貫く縫合糸及びアンカーの位置
付けを向上する。
【０１０７】
　ヘッド部分３８００は受容部３８００Ａを形成し、その中に縫合糸を配置前に貯蔵する
ことができる。図２６には示されていないが、周囲に縫合糸を巻き付けることができるス
ピゴットなどのような追加の貯蔵構造を設けることができる。ガイドの使用前に受容部を
覆うためにヘッド部に蓋又はキャップを設けることができる。このようにすると、案内チ
ャネル８００を通る縫合糸の送給のために縫合糸が要求される時点まで縫合糸をガイド内
に安全に保持することができる。
【０１０８】
　図２６に示すように、本発明の教示により提供されるガイドはこの器具とともに使用さ
れるドライバの長さより大きな長さを有するように最適化することができる。このように
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すると、ドライバと組み合わせて使用されるとき、ガイドはガイドの長さを超える深さま
での腹腔内へのドライバの挿入を阻止する止め手段を構成する。これはドライバの先端を
腹腔内の臓器又は組織に不注意に接触させてしまうことを有利に防止する。
【０１０９】
　図２６及び図２７のガイドは人の指と同等の大きさの前端部３８８０を特徴とする。こ
の前端部は好ましくは１～２ｃｍの直径を有する。図２７の器具の直径は前端３８８１で
１ｃｍであり、器具の外形を最小にするために、ほぼガイドのウェスト部分に位置する前
端部の近位端３８８２における直径１．５ｃｍまでテーパをなす。これは、欠陥が厚い腹
壁を貫通する状況で特に有用であり、この場合にはトロカールの除去後に筋膜層が横方向
にシフトし得る。多くの外科医は癒着を検査するためにトロカール設置前のポート、特に
直接視確立前の一次ポートに指を挿入する。人の指に似せることによって、図２６及び図
２７の器具の先端部は欠陥を徐々に大きな径に広げるが、図１４Ａ又は図１８の小径先端
部は開口部を見つけるために左右に操作しなければならない。
【０１１０】
　図２６及び図２７につき記載したようなガイドはガイドシャフトの両側で縫合糸の送給
が可能であることは認識されよう。典型的には、このようなドライバを用いた縫合糸の導
入は腹腔内に置かれたカメラで外科医によりモニタされる。このような環境においてガイ
ドの一方の側の視界が遮られることは珍しくない。この問題を対処するために、本発明の
教示は、いくつかの形態において、ガイドシャフト内に、ユーザがガイドを透してガイド
の反対側を見通すことができる窓を設ける。このような窓を設けることによって、外科医
は器具を透して送給されるドライバを見ることができる。加えて、ガイドが皮膚表面の下
に送達されているかどうかは、ガイドのヘッド部を透して見えるので、外科医はそれを容
易に知ることができる。このような窓を設けるには多くの方法があり、例えばガイド自体
を透明材料で製造することができる。ガイド全体をこのような透明材料で形成する必要は
なく、いくつかの形態では、ガイドの特定の部分だけをこのような透明材料で形成するこ
とができる。
【０１１１】
　図２６及び図２７の器具で使用し得るこのような材料の一例はＳｔａｒｅｘ（ＴＸ－０
５１０Ｔ）のようなポリマである。この材料はマスターバッチ無添加で成形されたとき自
然な透明色になる。この材料の使用は、ガイドの設置によって一方のデリバリチャネルの
カメラの視界がガイドにより遮られる状況において有利であり得る。
【０１１２】
　別の態様では、ガイドの本体は中空本体で窓を形成することができる。
【０１１３】
　別の態様では、ガイドは２以上の材料で製造し、第１の材料は透明で、ガイドを透視可
能にすることができる。
【０１１４】
　図２７の器具のドライバチャネルの出口孔３８２６はデリバリチャネル用サイズの孔の
真の外周に近づく。これを図１４Ａの出口孔２５２６又は図２６の出口孔３８２６と比較
すると、これらの孔の外周は真の直径よりはるかに大きいことが分かる。それは、これら
の孔はチャネル方向から発散する表面で出るためである。このような広い出口孔の欠点は
、ドライバがガイドから出るとき取る経路が大きく変化することにある。図２７の器具は
、出口孔が現れるドライバチャネル通路に対してほぼ直角の平面を生成するように近接切
り欠き部分３８３０を利用することによってこの問題を解決している。この利点は、ドラ
イバの出口経路がより一貫することにある。
【０１１５】
　図２７の器具は図４のドライバ及びアンカーとともに用いて患部を閉じることができる
。このドライバを用いてアンカーを最初に第１のドライバチャネル３８２５Ａを通して送
達し、次に第２のドライバチャネルを通して送達することができる。ガイドの除去時に、
図１４Ｄに示すように１対のアンカーを患部に残し、その後患部を図１４Ｅに示すように
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閉じることができる。
【０１１６】
　本発明の教示の理解を助けるために好ましい構成について記載したが、これは本発明の
教示を記載のものに限定することを意図するものでなく、本発明の範囲から逸脱すること
なく多くの変更をなすことができることは理解されよう。
【０１１７】
　本発明の器具の代表的な構成又は例が添付の図面を参照して記載されていることは認識
されよう。一つの特徴又は要素が一つの図を参照して記載されている場合、この特徴又は
要素は別の図又は例を参照して記載された特徴又は要素と一緒に又は交換して使用できる
ことは理解されよう。当業者は、本発明の教示を再度検討すれば、本発明の範囲を逸脱す
ることなく多くの変更をなすことができるので、本発明の教示を図示の代表的な構成の細
部に限定することを意図していないことは理解されよう。
【０１１８】
　明細書中で使用される用語「備える」は、記述した特徴、数、ステップ又はコンポーネ
ントの存在を特定するが、他の特徴、数、ステップ、コンポーネント又はその組合せの存
在又は追加を排除しない。

【図１】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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